
中学校学習指導要領壁墨における｢領土｣の扱いについて

○中学校学習指導要領解説　社会〔地理的分野〕

改　　訂　　版 現　　行

(略) ･ -.互生､我が国は四面環海の国土であるため直接

他国と陸地を接していないことに着目させ､国境がもつ意味に

ついて考えさせたり､垂

也_当面する領土問題や経済水域の問題などに着目させたり

することも大切である｡

その際､ ｢北方領土が我が国の固有の領土であることなど､

我が国の領域をめぐる問題にも着目させるようにすること｣(内
はぽまいしこたんくなしり

容の取扱い)とあることから､北方領土(歯舞壁島､色丹島､国後
えとろふ

島､択捉島)については､その位置と範囲を確認させるととも

に､北方領土は我が国の固有の領土であるが､現在ロシア連邦

によって不法に占拠されているため､その返還を求めているこ
_  _■_

となどについて､的確に扱う必要がある｡また､我が国と韓国

の間に竹島をめぐってi三･31六二相違があることなどにも触カ.t､北

方領

ことも必要である｡

(略) ･ ･ ･｡皇室､我が国は四面環海の国土であるため直接

他国と陸地を接していないことに着目させ､国境がもつ意味に

ついて考えさせたり､我が国が当面する領土問題や経済水域の

問題などに着目させたりすることも大切である｡

その際､ ｢北方領土が我が国の固有の領土であることなど､

我が国の領域をめぐる問題にも着目させるようにすること｣(内
はぽまいしこたんくなしり

容の取扱い)とあることから､北方領土(歯舞直島､色丹島､国後
えとろふ

島､択捉島)については､その位置と範囲を確認させるととも

に､北方領土は我が国の固有の領土であるが､現在ロシア連邦

によって占拠されているため､その返還を求めていることなど

について､我が国が正当に主張している立場に基づいて的確に

扱う必要がある｡



･一･:-
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